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(57)【要約】
【課題】各ＵＥにおける「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐ
ｅｒａｔｉｏｎ」の設定に依存することなく、適切に、
ＰＳサービス及びＣＳサービスを提供する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、ＵＥが、Ｅ
-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する工程と、ＭＭＥが、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を受信した際に、かかるＵＥを所望の外部
ネットワークに接続することができないと判定した場合
で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判
定した場合に、かかるＵＥに対して、「Ｃａｕｓｅ値」
として「＃１５」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅ
ｃｔ」を送信する工程と、かかるＵＥが、「Ｃａｕｓｅ
値」として「＃１５」が設定された「Ａｔｔａｃｈ　Ｒ
ｅｊｅｃｔ」を受信した場合に、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡ
Ｎに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信す
る工程とを有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークに対する
アタッチ要求信号を送信する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークに接続している移動管理ノードが、前記アタッチ要
求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができない
と判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合に、
該移動局に対して、該アタッチ要求信号を拒絶する原因を示す値として所定値を設定した
アタッチ拒絶信号を送信する工程と、
　前記移動局が、前記所定値が設定された前記アタッチ拒絶信号を受信した場合に、回線
交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークに対するアタッチ要求信号を
送信する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークに接続している移動
管理ノードであって、
　移動局から、前記第１無線アクセスネットワークに対するアタッチ要求信号を受信する
ように構成されている受信部と、
　前記アタッチ要求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続す
ることができないと判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると
判定した場合に、該移動局に対して、該アタッチ要求信号を拒絶する原因を示す値として
所定値を設定したアタッチ拒絶信号を送信するように構成されている送信部とを具備する
ことを特徴とする移動管理ノード。
【請求項３】
　移動局が、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークに対する
アタッチ要求信号を送信する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークに接続している移動管理ノードが、前記アタッチ要
求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができない
と判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合に、
所定の外部ネットワークに対して接続要求を送信する工程と、
　前記移動管理ノードが、前記移動局の前記所定の外部ネットワークへの接続が成功した
場合、該移動局に対して、アタッチ応答信号を送信する工程とを有することを特徴とする
移動通信方法。
【請求項４】
　回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークに接続している移動
管理ノードであって、
　移動局から、前記第１無線アクセスネットワークに対するアタッチ要求信号を受信する
ように構成されている受信部と、
　前記アタッチ要求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続す
ることができないと判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると
判定した場合に、所定の外部ネットワークに対して接続要求を送信するように構成されて
いる送信部とを具備しており、
　前記送信部は、前記移動局の前記所定の外部ネットワークへの接続が成功した場合、該
移動局に対して、アタッチ応答信号を送信するように構成されていることを特徴とする移
動管理ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び移動管理ノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の国際標準仕様では、ＵＥ（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：移動局）は、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ-Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に
対するアタッチ処理において、所望の外部ネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に接続されるように構成されている。
【０００３】
　かかるＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対するアタッチ処理が正常に完了した後に、ＰＳ（Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈ：パケット交換）通信やＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ
：回線交換）サービス（音声通信やＳＭＳ通信）を利用することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２４.３０１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、かかるアタッチ処理において、ＵＥのＡＰＮ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａ
ｍｅ）が設定されていなかったり、ＵＥのＡＰＮスペルに設定ミスがあったり、ＵＥのＡ
ＰＮが契約外のＡＰＮであったりといった原因で、コアネットワーク内で、かかるＵＥの
所望のＰＤＮへの接続に失敗した場合には、かかるアタッチ処理自身も失敗となり、かか
るＵＥは、ＰＳ通信だけでなく、ＣＳサービスも利用することができなくなる。
【０００６】
　ここで、図６及び図７を参照して、従来の移動通信システムにおいて、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
に対するアタッチ処理が失敗する場合の動作について説明する。
【０００７】
　第１に、図６を参照して、ＵＥにおける「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
」が「ｖｏｉｃｅ　ｃｅｎｔｒｉｃ（音声通信優先）」と設定されている場合の動作につ
いて説明する。
【０００８】
　図６に示すように、（１）において、ＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０００９】
　（２）において、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）内のＭＭＥ（Ｍ
ｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、移動管理ノード）は、かかるＵ
Ｅを所望のＰＤＮに接続することができないと判定する。
【００１０】
　（３）において、ＭＭＥは、ＵＥに対して、かかるアタッチ処理を拒絶する原因を示す
値である「Ｃａｕｓｅ値」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００１１】
　ＵＥは、（４）において、「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」が「ｖｏｉ
ｃｅ　ｃｅｎｔｒｉｃ」と設定されているため、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）/ＧＥＲＡＮ（ＧＳ
Ｍ　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に遷移することを決定し、
（５）において、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
送信する。
【００１２】
　この後、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮに対するアタッチ処理が正常に完了すると、ＵＥは、
ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを利用して、ＣＳ通信を利用することができる。
【００１３】
　しかしながら、かかる場合、ＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用する通信を無効にするため
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、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対するアタッチ処理が失敗した原因が解消された場合であっても、電
源の入れ直しを行わない限り、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用する通信を行うことができないとい
う問題点があった。
【００１４】
　第２に、図７を参照して、ＵＥにおける「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
」が「ｄａｔａ　ｃｅｎｔｒｉｃ（データ通信優先）」と設定されている場合の動作につ
いて説明する。
【００１５】
　図７に示すように、（１）において、ＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１６】
　（２）において、ＥＰＣ内のＭＭＥは、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することがで
きないと判定する。
【００１７】
　（３）において、ＭＭＥは、ＵＥに対して、かかるアタッチ処理を拒絶する原因を示す
値である「Ｃａｕｓｅ値」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００１８】
　ここで、ＵＥは、「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」が「ｄａｔａ　ｃｅ
ｎｔｒｉｃ」と設定されているため、「＃１５」以外の「Ｃａｕｓｅ値」が設定された「
Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受信した場合には、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し続ける。
【００１９】
　その結果、かかるＵＥは、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを利用したＣＳ通信を行うことがで
きる場合であっても、ＣＳサービスを利用することができないという問題点があった。
【００２０】
　また、通信事業者は、上述の「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」を制御す
ることができないため、統一したサービス提供を行うことができないという問題点があっ
た。
【００２１】
　例えば、通信事業者が、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対するアタッチ処理が失敗した場合であって
も、ＰＳ通信用のシステム障害であるため、ＣＳサービスの提供は担保したいと思ってい
ても、このように運用することができるか否かについては、各ＵＥにおける「ＵＥ　ｍｏ
ｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」の設定に依存する。
【００２２】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、各ＵＥにおける「ＵＥ　
ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」の設定に依存することなく、適切に、ＰＳサービ
ス及びＣＳサービスを提供することができる移動通信方法及び移動管理ノードを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、回線交換通信をサポートし
ていない第１無線アクセスネットワークに対するアタッチ要求信号を送信する工程と、前
記第１無線アクセスネットワークに接続している移動管理ノードが、前記アタッチ要求信
号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができないと判
定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合に、該移
動局に対して、該アタッチ要求信号を拒絶する原因を示す値として所定値を設定したアタ
ッチ拒絶信号を送信する工程と、前記移動局が、前記所定値が設定された前記アタッチ拒
絶信号を受信した場合に、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワー
クに対するアタッチ要求信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００２４】
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　本発明の第２の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークに接続している移動管理ノードであって、移動局から、前記第１無線アクセスネット
ワークに対するアタッチ要求信号を受信するように構成されている受信部と、前記アタッ
チ要求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができ
ないと判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合
に、該移動局に対して、該アタッチ要求信号を拒絶する原因を示す値として所定値を設定
したアタッチ拒絶信号を送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨と
する。
【００２５】
　本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、回線交換通信をサポートし
ていない第１無線アクセスネットワークに対するアタッチ要求信号を送信する工程と、前
記第１無線アクセスネットワークに接続している移動管理ノードが、前記アタッチ要求信
号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができないと判
定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合に、所定
の外部ネットワークに対して接続要求を送信する工程と、前記移動管理ノードが、前記移
動局の前記所定の外部ネットワークへの接続が成功した場合、該移動局に対して、アタッ
チ応答信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第４の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークに接続している移動管理ノードであって、移動局から、前記第１無線アクセスネット
ワークに対するアタッチ要求信号を受信するように構成されている受信部と、前記アタッ
チ要求信号を受信した際に、前記移動局を所望の外部ネットワークに接続することができ
ないと判定した場合で、かつ、該移動局が回線交換通信を利用可能であると判定した場合
に、所定の外部ネットワークに対して接続要求を送信するように構成されている送信部と
を具備しており、前記送信部は、前記移動局の前記所定の外部ネットワークへの接続が成
功した場合、該移動局に対して、アタッチ応答信号を送信するように構成されていること
を要旨とする。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、各ＵＥにおける「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐ
ｅｒａｔｉｏｎ」の設定に依存することなく、適切に、ＰＳサービス及びＣＳサービスを
提供することができる移動通信方法及び移動管理ノードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るＭＭＥの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図４】本発明の変更例１に係るＭＭＥの機能ブロック図である。
【図５】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図６】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図７】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００３０】
　本実施形態に係る移動通信システムは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを収
容する移動通信システムであって、図１に示すように、認証サーバ１と、Ｓ/Ｐ-ＧＷ（Ｓ
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ｅｒｖｉｎｇ/ＰＤＮ-Ｇａｔｅｗａｙ、ゲートウェイ装置）と、ＭＭＥと、ＭＳＣ（Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ、回線交換機）と、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅ、パケット交換機）と、ＲＮＣ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、無線回線制御局）/ＢＴＳ（Ｂａｓｅ
　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、無線基地局）と、ｅＮＢ（無線基地局）と
を具備している。
【００３１】
　ここで、図１の例では、Ｅ-ＵＴＲＡＮのカバーエリアは、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮのカ
バーエリア内に含まれている。
【００３２】
　図２に示すように、ＭＭＥは、受信部１１と、判定部１２と、送信部１３とを具備して
いる。
【００３３】
　受信部１１は、ＵＥによって送信されたＥ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている。
【００３４】
　判定部１２は、受信部１１によって、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が受信
された際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができるか否かについて、及び、
かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であるか否かについて判定するように構成されている。
【００３５】
　例えば、判定部１２は、かかるＵＥのＡＰＮが設定されていない場合や、かかるＵＥの
ＡＰＮスペルに設定ミスがある場合や、かかるＵＥのＡＰＮが契約外のＡＰＮである場合
等に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができないと判定するように構成されて
いる。
【００３６】
　また、判定部１２は、かかるＵＥがハンドセット型端末のようなＣＳ通信能力を有する
端末である場合に、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定するように構成されて
いる。
【００３７】
　送信部１３は、判定部１２によって、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができ
ないと判定された場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定された場
合に、かかるＵＥに対して、「Ｃａｕｓｅ値」として「＃１５」を設定した「Ａｔｔａｃ
ｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている。
【００３８】
　以下、図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作の一例
について説明する。
【００３９】
　図３に示すように、ステップＳ１００１において、ＵＥは、ＭＭＥに対して、Ｅ-ＵＴ
ＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４０】
　ステップＳ１００２において、ＭＭＥは、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することが
できるか否かについて判定する。図３の例では、ＭＭＥは、かかるＵＥを所望のＰＤＮに
接続することができないと判定するものとする。
【００４１】
　ステップＳ１００３において、ＭＭＥは、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であるか否
かについて判定する、図３の例では、ＭＭＥは、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能である
と判定するものとする。
【００４２】
　ステップＳ１００４において、ＭＭＥは、かかるＵＥに対して、「Ｃａｕｓｅ値」とし
て「＃１５」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。



(7) JP 2012-129956 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

【００４３】
　かかるＵＥは、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」内の「Ｃａｕｓｅ値」として
「＃１５」が設定されているため、ステップＳ１００５において、「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏ
ｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」の設定に関わらず、かかるＵＥが現在位置するＴＡ（Ｔｒａｃ
ｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）を一時的に無効にし、ステップＳ１００６において、ＳＧＳＮ/Ｍ
ＳＣに対して、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送
信する。
【００４４】
　かかるＵＥのＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮに対するアタッチ処理が正常に完了すると、ステ
ップＳ１００７において、ＳＧＳＮ/ＭＳＣは、かかるＵＥに対して、その旨を示す「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００４５】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＭＭＥが、ＵＥのアタッチ
処理において、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができないと判定した場合で、
かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定した場合には、かかるＵＥにおける
「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」の設定に関わらず、かかるＵＥに対して
、「Ｃａｕｓｅ値」として「＃１５」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信
するように構成されている。
【００４６】
　そのため、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、各ＵＥにおける
「ＵＥ　ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」の設定に依存することなく、適切に、Ｐ
Ｓサービス及びＣＳサービスを提供することができる。
【００４７】
（変更例１）
　以下、図４及び図５を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、
上述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００４８】
　図４に示すように、ＭＭＥは、受信部２１と、判定部２２と、変換部２３と、送信部２
４とを具備している。
【００４９】
　受信部２１は、ＵＥから、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を受信するように構成されている。
【００５０】
　また、受信部２１は、Ｓ/Ｐ-ＧＷから、ＵＥの所定のＰＤＮへの接続が成功した旨を示
す接続応答を受信するように構成されている。
【００５１】
　判定部２２は、受信部２１によって、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が受信
された際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができるか否かについて、及び、
かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であるか否かについて判定するように構成されている。
【００５２】
　変換部２３は、かかるＵＥの所望のＰＤＮのＡＰＮを、保持している所定のＰＤＮのＡ
ＰＮに変換するように構成されている。
【００５３】
　送信部２４は、判定部２２によって、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができ
ないと判定された場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定された場
合に、所定のＰＤＮに対して接続要求を送信する、すなわち、所定のＰＤＮのＡＰＮを含
む接続要求を送信するように構成されている。
【００５４】
　また、送信部２４は、かかるＵＥの所定のＰＤＮへの接続が成功した場合、かかるＵＥ
に対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信するように構成されている。
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【００５５】
　以下、図５を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作の一例につい
て説明する。
【００５６】
　図５に示すように、ステップＳ２００１において、ＵＥは、ＭＭＥに対して、Ｅ-ＵＴ
ＲＡＮに対する「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５７】
　ステップＳ２００２において、ＭＭＥは、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することが
できるか否かについて判定する。図５の例では、ＭＭＥは、かかるＵＥを所望のＰＤＮに
接続することができないと判定するものとする。
【００５８】
　ステップＳ２００３において、ＭＭＥは、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であるか否
かについて判定する、図５の例では、ＭＭＥは、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能である
と判定するものとする。
【００５９】
　ステップＳ２００４において、ＭＭＥは、かかるＵＥの所望のＰＤＮのＡＰＮを、保持
している所定のＰＤＮのＡＰＮに変換する。
【００６０】
　ステップＳ２００５において、ＭＭＥは、Ｓ/Ｐ-ＧＷに対して、所定のＰＤＮのＡＰＮ
を含む接続要求を送信する。
【００６１】
　ステップＳ２００６において、かかるＵＥの所定のＰＤＮへの接続が成功した場合、Ｓ
/Ｐ-ＧＷは、ＭＭＥに対して、その旨を示す接続応答を送信する。
【００６２】
　ステップＳ２００７において、ＭＭＥは、かかる接続応答に応じて、かかるＵＥの所定
のＰＤＮへの接続が成功したと判断して、かかるＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００６３】
　この結果、かかるＵＥは、実際には、所望のＰＤＮへの接続について失敗しているにも
関わらず、Ｅ-ＵＴＲＡＮへのアタッチ処理について成功しているため、ＣＳＦＢ（Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　ＦａｌｌＢａｃｋ）手順等を用いて、ＣＳサービスを利用す
ることができる。
【００６４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００６５】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、ＵＥが、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（回線交
換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワーク）に対する「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ（アタッチ要求信号）」を送信する工程と、ＭＭＥ（第１無線アクセスネ
ットワークに接続している移動管理ノード）が、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受
信した際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮ（外部ネットワーク）に接続することができない
と判定した場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ（回線交換）通信を利用可能であると判定し
た場合に、かかるＵＥに対して、「Ｃａｕｓｅ値（アタッチ要求信号を拒絶する原因を示
す値）」として「＃１５（所定値）」を設定した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ（アタッ
チ拒絶信号）」を送信する工程と、かかるＵＥが、「Ｃａｕｓｅ値」として「＃１５」が
設定された「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受信した場合に、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮ
（回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワーク）に対する「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００６６】
　本実施形態の第２の特徴は、ＭＭＥであって、ＵＥから、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている受信部１１と、「Ａｔｔ
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ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することが
できないと判定した場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定した場
合に、かかるＵＥに対して、「Ｃａｕｓｅ値」として「＃１５」を設定した「Ａｔｔａｃ
ｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている送信部１３とを具備することを要旨
とする。
【００６７】
　本実施形態の第３の特徴は、移動通信方法であって、ＵＥが、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する
「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、ＭＭＥが、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を受信した際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することができないと判
定した場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定した場合に、所定の
ＰＤＮに対して接続要求を送信する工程と、ＭＭＥが、かかるＵＥの所定のＰＤＮへの接
続が成功した場合、かかるＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（アタッチ
応答信号）」を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００６８】
　本実施形態の第４の特徴は、ＭＭＥであって、ＵＥから、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対する「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている受信部２１と、「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した際に、かかるＵＥを所望のＰＤＮに接続することが
できないと判定した場合で、かつ、かかるＵＥがＣＳ通信を利用可能であると判定した場
合に、所定のＰＤＮに対して接続要求を送信するように構成されている送信部２４とを具
備しており、送信部２４は、かかるＵＥの所定のＰＤＮへの接続が成功した場合、かかる
ＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信するように構成されているこ
とを要旨とする。
【００６９】
　なお、上述のＵＥやｅＮＢやＢＴＳやＲＮＣやＭＭＥやＭＳＣやＳＧＳＮやＳ/Ｐ-ＧＷ
や認証サーバ１の動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによっ
て実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせに
よって実施されてもよい。
【００７０】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００７１】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、ＵＥやｅＮＢやＢＴＳやＲＮＣやＭＭＥやＭＳＣやＳＧＳＮやＳ/Ｐ-ＧＷ
や認証サーバ１内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、デ
ィスクリートコンポーネントとしてＵＥやｅＮＢやＢＴＳやＲＮＣやＭＭＥやＭＳＣやＳ
ＧＳＮやＳ/Ｐ-ＧＷや認証サーバ１内に設けられていてもよい。
【００７２】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００７３】
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１…認証サーバ
Ｓ/Ｐ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＳＧＳＮ…パケット交換機
ＭＳＣ…回線交換機
ｅＮＢ、ＢＴＳ…無線基地局
ＲＮＣ…無線回線制御局
ＵＥ…移動局
ＭＭＥ…移動管理ノード
１１、２１…受信部
１２、２２…判定部
１３、２４…送信部
２３…変換部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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